
指定予定者の選定結果について 

担当課：市民自治部 まちづくり室 生活環境課 

施    設    名 

伊丹市営斎場及び伊丹市神津墓地合葬式墓地 

所在地：伊丹市船原２丁目４番２０号及び伊丹市岩屋1丁目10番 

 

 上記施設では、現指定管理者の指定期間が令和６年３月３１日に満了することに伴い、次期指定管理者

となる団体（指定予定者）の選定を行いました。 

選定結果の概要は、以下のとおりです。 

 

選  定  団  体（ 指 定 予 定 者 ） 

名   称 株式会社 五輪 

代 表 者 代表取締役 宮本 岳司朗 

所 在 地 富山市奥田新町１２番３号 

指 定 期 間（予定） 

令和６年（２０２４年）４月１日 から 令和１１年（２０２９年）３月３１日 まで（５年間） 

選定方法（公募・非公募の別） 

公募 

選  定  理  由 

選定委員会において審査した結果、当該団体については選定基準をすべて満たしており、 

①他の団体に比較して火葬業務について、確実な火葬を実施するための豊富な人的能力・経験に基づく運営実

績を有し、確実に業務が遂行できる人員体制が明確化されている他、今後の死亡者数増加に対する対応が確

実に履行されると期待できること。 

②合葬式墓地の管理運営について、確実な受付・使用許可・埋蔵業務が遂行できる体制が明確化されており、

豊富な人的能力・経験に基づく運営が期待できること。 

③他市においても指定管理、業務受託等の実績が豊富であり、同種・同規模の施設運営を行い、施設運営に関

する一定のノウハウを有していること。 

など、全体として他の団体より優れた評価を得たことから、当該団体を選定した。 

選 定 ま で の 経 過 

Ｒ５．８．９ 第１回選定委員会 募集要項、審査表等の内容検討、決定 

Ｒ５．９．１ 募集要項の配布 Ｒ５．１０．２まで 

Ｒ５．９．１ 申請受付 Ｒ５．１０．２まで 

Ｒ５．９．１２ 現地説明会 参加団体数 ３団体 

Ｒ５．１０．１７ 第２回選定委員会 面接・プレゼンテーション審査、指定予定者の決定 

申請団体数 

２団体 

 

 



選 定 委 員 会 の 構 成（◎は委員長） 

氏   名 役 職 等 備   考 

須磨 昭文 伊丹市市民自治部長 ◎ 

辻本 彰子 伊丹市総合政策部長   

大野 浩史 伊丹市総務部長  

大竹 勇二 伊丹市財政基盤部長  

新田 裕治 市民公募  

宗圓 孝 税理士  

選  定  基  準  等 

項   目 審査時の配点等 

Ⅰ 事業計画の内容が斎場施設の目的を効果的に達成できるものであること 26点×6人 

Ⅱ 事業計画の内容が、合葬式墓地の目的を効果的に達成できるものであること。 12点×6人 

Ⅲ 市民の平等な利用を確保されること。 8点×6人 

Ⅳ 施設の管理（運営）を安定して行う能力を有していること。 46点×6人 

Ⅴ 個人情報の保護及び情報公開その他の情報管理を適切に行うことができること。 8点×6人 

Ⅵ 収支予算書（見積価格）による評価 25点×6人 

合計 750点 

審  査  方  法 

１．採点は審査委員６名の審査点数の合計によるものとする。 

 

２．提出書類及び面接・プレゼンテーションによる総合的な審査を実施。 

審 査 結 果 の 詳 細 

 指定予定者 団体Ａ    

選定基準項目Ⅰの得点（156点） 125 94    

選定基準項目Ⅱの得点（72点） 50 43    

選定基準項目Ⅲの得点（48点） 36 33    

選定基準項目Ⅳの得点（276点） 219 193    

選定基準項目Ⅴの得点（48点） 33 29    

選定基準項目Ⅵの得点（150点） 150 132    

合計得点（750点） 613 524    

  指定予定者として選定された団体につきましては、市議会での議決を経て、正式に指定管理者として指定 

します。 


